
 

 

 

 

 

 

 

  
 

① 雇用保険の失業手当の給付制限期間が短縮されます 

従来、正当な理由のない自己都合退職の場合、失業手当を受けるまでの給付制限期間が３ヶ月でしたが、 

令和２年１０月１日以降に退職した方は、正当な理由のない自己都合退職であっても５年間の内２回までは    

給付制限期間が２ヶ月となります。 

尚、令和２年９月３０日までに正当な理由のない自己都合退職の方又は懲戒解雇等「自己の責めに帰すべき重

大な理由での退職の方については従来通り３ヶ月となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

② 令和 ２年１０月～ 関東地方各県の最低賃金のお知らせ 

① １０月以降の地域別最低賃金額 

 地域別最低賃金時間額（時間給） 発効年月日 

東 京 都 １，０１３円 令和 元年１０月 １日 

神 奈 川 県 １，０１２円 令和 ２年１０月 １日 

埼 玉 県 ９２８円 令和 ２年１０月 １日 

千 葉 県 ９２５円 令和 ２年１０月 １日 

栃 木 県 ８５４円 令和 ２年１０月 １日 

群 馬 県 ８３７円 令和 ２年１０月 ３日 

茨 城 県 ８５１円 令和 ２年１０月 １日 

※東京都の地域別最低賃金時間額については引き続き前年と同額です。 
 

 

 

 TOKEN通信 

  御社の「人材」を「人財」に変えるお手伝いをいたします 
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② 「最低賃金」ってなに？？？ 

最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなけ

ればならないとする制度です。 

仮に最低賃金より低い賃金を労働者、会社双方の合意の上で定めても、その金額は法律によって無効と

され、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。 
 

③ 最低賃金の対象となる賃金は？？？ 

最低賃金の対象となる賃金は毎月支払われる基本的な賃金で、最低賃金を計算する際には実際に支払

われる賃金から以下の賃金を控除したものが対象となります。 

【最低賃金の対象とならない賃金】 

 （１）臨時に支払われる賃金（結婚手当、傷病見舞金など） 

 （２）１箇月を超える期間ごとに支払われる賃金（賞与など） 

 （３）所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金（時間外割増賃金など） 

 （４）所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金（休日割増賃金など） 

 （５）午後１０時～午前５時までの間の労働に対して支払われる賃金の内の割増部分（深夜割増賃金など） 

 （６）精皆勤手当、通勤手当、家族手当 

 
③ ２ヶ所以上の会社で働いている方々の労災保険給付が変わります 

令和２年９月１日以降、業務中にケガや病気になった労働者や、業務中のケガや病気が原因でお亡くなりになった

労働者の遺族の方が以下、労災保険法改正の対象となります。 

① 賃金額を合算して保険給付額を決定します（対象となるのは休業給付、障害給付、遺族給付等です） 

 

 

 

 

 

（例） 

 

 

 

 

 
 

② 負荷（労働時間やストレス等）を総合的に評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

（例） 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 


